
 

（仮称）障害者相談支援会議 イメージ（案） 

 

【目的】 

障害者相談支援機能の質を向上させるため、相談支援に関わる機関の間

で、情報共有を図るとともに、相談支援のあり方について議論する。 

【メンバー】 

  行政：障害施策推進課、障害者支援課、子ども家庭課【本庁】 

     各区地域福祉課、保健センター【区役所】 

     障害者更生相談所、こころの健康センター、子ども相談所ほか 

【専門機関】 

  民間：総合相談情報センター 

     基幹相談支援センター 

     相談支援事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議題】 

   基幹相談支援センター設置後３年が経過し、明らかになってきた課題等

を整理・共有し、相談機能の充実や各機関の連携強化について考える。 

【スケジュール】 

  ・課題の洗い出し・共有（１～２回） 

  ・課題を元に対応を検討（２～３回） 

  ・まとめ（１回） 

【会議の位置づけ】 

  自立支援協議会の枠の中での会議（ワーキンググループ形式） 
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